
次のとおり公募に付する。 

 令和３年４月 30 日 

                                   公立大学法人岩手県立大学理事長 千 葉 茂 樹 

 

１ 公募に付する事項 

「岩手県立大学及び岩手県立大学盛岡短期大学部令和４年度入学者選抜会場等設営及び屋外警備業務」 一式 

 

２ 応募要件に関する事項 

(１) 直近３カ年の間に、国、都道府県、市町村又は大学法人等から、別紙仕様書に類似した入学選抜会場設営に関する業務を受託

し、これを誠実に実施した実績を有する者であること。 

(２) 本契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

(３) 次のいずれかに該当すると認められる場合で、その事実があった後２年を経過していない者でないこと。 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 監督又は検査の実施に当たり、法人職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者 

カ 契約の履行に当たり、アからオのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を代理人、支配人その他の使用人

として使用した者 

(４) (３)のアからカのいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者でないこと。 

(５) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされ

ている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く。）又は会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者（同法第 41 条第１項に規定する

更生手続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

(６) 岩手県県税条例（昭和 29 年岩手県条例第 22 号）第３条に掲げる税目及び消費税に滞納がないこと。 

(７) この公告の日から契約予定人決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置基準に基づく入札参加制

限の措置を受けていないこと。 

(８)  岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限措置を受けている場合、この公告の日において、当該措置を受けた日から１月

を経過していること。 

(９) この公告の日から契約予定人決定の日までの間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準、建設関連業務に係る

指名停止等措置基準又は物品購入等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止の措置を受けていないこと。 

(10) 事業者の代表者、役員（執行役員を含む。）、支店又は営業所を代表する者等経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員又は同条第２号に規定する暴力団若しくは同

条第６号に規定する暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 

(11) 岩手県知事が定める競争入札参加資格を有し、令和２・３・４年度物品購入等競争入札参加資格者名簿に登載している者であ

ること。 

(12) 岩手県に本社（本店）を有する者又は岩手県外に本社（本店）を有しているが岩手県内に支店等を有しており、その支店等が

(11)の資格を有している者であること。 

 

３ 業務の仕様書 



  別紙仕様書のとおり 

 

４ 参加意思確認書の提出 

 (１) 提出期限 

    令和３年５月 12 日（水）15 時 必着 

(２) 提出場所 

郵便番号 020-0693 

岩手県滝沢市巣子 152-52 

公立大学法人岩手県立大学事務局教育支援室入試グループ 

(３) 提出方法 

   直接持参又は郵送 

   なお、郵送の場合は上記４(１)の提出期限日時まで必着とする。 

(４) 参加意思確認書 

   別紙様式のとおり 

 

５ 契約予定人の選出方法 

  要件を満たす応募者が１者のときは、契約予定人として決定する。 

 

６ 応募要件の無効 

  要件を満たさない者及びその他公募の条件に違反した者の参加意思確認書は無効とする。 

 

７ 見積り合わせ予定日 

  上記４(１)に規定する提出期限後に、応募者に対して通知等により別途指定する。 

 

８ その他 

(１) この公募は、随意契約による相手方を選定するために行う参加者の有無を確認する手続きである。 

(２) 要件を満たす応募者が複数存在するときは、指名競争入札へ移行する。なお、要件を満たす応募者を指名競争の参加者とする

ことができる。 

(３) 次のいずれかの場合は、契約候補者と個別に交渉し、契約予定人にすることができる。 

 ア 応募者に要件を満たす者がいないとき。 

 イ 応募者がいないとき。 

 


